


応急手当、救急車の手配を行ってく

ださい。軽いケガや自覚症状のない

場合でも、医師に診断をしてもらう

ようにしましょう。事故車をそのま

まにしておくと、交通渋滞や後続事

故の原因となります。すぐに安全な

場所へ避難しましょう。 

安全を確保したら、警察への届出と

相手方の確認を行いましょう。共済

金の請求をするときには、交通事故

証明書や医師の診断書などが必要

です。そのためにもすみやかな届出

が大切です。 

■警察には次の事項を連絡します。 

①事故発生の日時と場所。 

②負傷者の人数とその程度。 

③壊したものとその程度 

④事故に対して講じた措置。 

警察への連絡後、ＪＡへ詳しい通

知、および相談をします。できるだ

け現場での状況が的確にわかるよ

う相手方、目撃者からの確認とメモ

を忘れずに。 

■ＪＡへも次の要点をご連絡ください。 

①事故状況・日時・場所。 

②相手方の住所・氏名・連絡先・ 

傷害の程度・病院名・車両番号。 

③目撃者の住所・氏名。 

④届出警察署と担当官。 
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